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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
起
業
者
の
名
称

三
富
村

二
　
事
業
の
種
類

新
村
民
ス
ポ
ー
ツ
広
場
整
備
事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
東
山
梨
郡
三
富
村
大
字
川
浦
字
李
平
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

三
富
村
役
場
企
画
観
光
課

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
起
業
者
の
名
称

足
和
田
村

二
　
事
業
の
種
類

足
和
田
村
役
場
庁
舎
、
足
和
田
村
中
央
公
民
館
及
び
足
和
田
村
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
保
全

事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
南
都
留
郡
足
和
田
村
大
字
長
浜
字
宮
ノ
脇
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

足
和
田
村
役
場
総
務
課

山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和

町
長
か
ら
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
処
分
は
、
土
地
区

画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公
告

が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

変
更
前
の
字
の
区
域

変
更
後
の
字
の
区
域

大
字
西
条
字
神
屋
六
七
の
一
の
一
部
、
六
八
の

大
字
西
条
字
道
川

一
の
一
部
、
六
九
の
二
の
一
部
、
七
八
の
四
、

七
九
の
一
、
七
九
の
一
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
字
西
条
字
松
ノ
木
三
一
一
二
の
一
部
、
三
一

一
三
の
一
部
、
三
一
一
四
の
一
か
ら
三
一
一
四

の
三
ま
で
、
三
一
一
六
の
一
、
三
一
一
六
の
二
、

三
一
一
七
か
ら
三
一
一
九
ま
で
の
各
一
部
、
三

一
二
〇
、
三
一
二
一
の
一
部
、
三
一
二
二
の
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）
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十
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部
、
三
一
五
五
の
一
の
一
部
、
三
一
五
五
の
二

の
一
部
、
三
一
五
七
、
三
一
五
八
、
三
一
六
〇

の
八
の
一
部
、
三
一
六
五
の
一
の
一
部
、
三
一

七
六
の
一
の
一
部
、
三
一
七
八
の
一
の
一
部
、

三
一
八
〇
の
一
の
一
部
、
三
一
八
〇
の
四
の
一

部
、
三
一
八
四
の
一
部
、
三
一
八
五
の
一
、
三

一
八
五
の
二
、
三
一
八
六
の
一
、
三
一
八
六
の

四
の
一
部
、
三
一
八
七
、
三
一
九
一
、
三
一
九

二
の
一
、
三
一
九
二
の
二
、
三
一
九
三
、
三
一

九
四
、
三
一
九
五
の
一
か
ら
三
一
九
五
の
三
ま

で
、
三
一
九
六
の
二
、
三
一
九
七
、
三
一
九
七

の
二
、
三
一
九
八
の
一
、
三
一
九
八
の
二
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
中
曽
根
三
八

二
〇
の
三
、
三
八
二
一
、
三
八
二
二
の
一
、
三

八
二
二
の
二
、
三
八
二
三
の
一
、
三
八
二
三
の

六
、
三
八
二
四
の
三
、
三
八
二
六
の
一
に
隣
接

す
る
字
松
ノ
木
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

並
び
に
字
道
川
四
〇
〇
二
、
四
〇
〇
三
、
四
〇

五
三
か
ら
四
〇
五
六
ま
で
に
隣
接
す
る
字
松
ノ

木
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
中

河
原
三
二
〇
一
の
一
に
隣
接
す
る
字
松
ノ
木
の

道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
字
西
条
字
中
曽
根
三
八
二
一
の
一
部
、
三
八

二
二
の
一
の
一
部
、
三
八
二
二
の
二
の
一
部
、

三
八
二
三
の
一
の
一
部
、
三
八
二
三
の
六
の
一

部
、
三
八
二
四
の
三
の
一
部
、
三
八
二
六
の
一

の
一
部
、
三
八
二
七
の
一
の
一
部
、
三
八
九
七

の
一
の
一
部
、
三
八
九
七
の
二
の
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
道
川
三
九
五
九

の
一
、
三
九
五
九
の
六
、
三
九
五
九
の
一
一
、

三
九
五
九
の
一
二
に
隣
接
す
る
字
中
曽
根
の
道

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
字
西
条
字
中
河
原
三
二
〇
〇
、
三
二
〇
一
の

一
の
一
部
、
三
二
〇
三
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
中
曽
根
三
八
一
九

の
二
、
三
八
二
〇
の
二
、
三
八
二
〇
の
三
に
隣

接
す
る
字
中
河
原
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部

大
字
西
条
字
神
屋
六
七
の
一
の
一
部
、
六
八
の

大
字
西
条
字
才
神

一
の
一
部
、
六
九
の
二
の
一
部
、
七
一
の
五

大
字
西
条
字
道
川
三
九
一
四
の
一
の
一
部
、
三

大
字
西
条
字
中
曽
根

九
一
四
の
二
の
一
部
、
三
九
一
五
の
二
の
一
部
、

三
九
一
七
の
一
の
一
部
、
三
九
一
七
の
三
の
一

部
、
三
九
一
七
の
四
の
一
部
、
三
九
五
八
の
一

部
、
三
九
五
九
の
一
の
一
部
、
三
九
五
九
の
四

か
ら
三
九
五
九
の
七
ま
で
の
各
一
部
、
三
九
五

九
の
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
字
西
条
字
中
河
原
三
二
〇
一
の
一
の
一
部
、

大
字
西
条
字
松
ノ
木

三
二
〇
一
の
二
、
三
二
〇
一
の
三
、
三
二
〇
三

の
一
の
一
部
、
三
二
〇
三
の
二
、
三
二
〇
三
の

三
、
三
二
〇
六
、
三
二
〇
七
、
三
二
〇
八
の
一

部
、
三
二
〇
九
、
三
二
一
一
の
一
部
、
三
二
一

二
の
一
部
、
三
二
一
五
の
一
部
、
三
二
二
四
の

一
部
、
三
二
二
五
の
一
部
、
三
二
二
七
、
三
二

二
九
、
三
二
三
一
か
ら
三
二
三
四
ま
で
の
各
一

部
、
三
二
四
二
の
一
の
一
部
、
三
二
四
二
の
二

の
一
部
、
三
二
五
四
の
一
の
一
部
、
三
二
五
四

の
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
字
西
条
字
馬
籠
三
〇
一
五
の
三
の
一
部

大
字
西
条
字
松
ノ
木
三
〇
一
六
の
二
、
三
〇
一

大
字
西
条
字
馬
籠

七
の
二
の
一
部
、
三
〇
二
七
の
三
、
三
〇
二
七

の
四
、
三
〇
二
八
の
一
、
三
〇
二
八
の
五
、
三

〇
二
九
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
並
び
に
字
中
河
原
三
二
五
四
の
一
に
隣
接
す

る
字
松
ノ
木
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並

び
に
字
馬
籠
三
〇
一
五
の
三
に
隣
接
す
る
字
松

ノ
木
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
字
西
条
字
中
河
原
三
二
四
七
の
二
の
一
部
、

三
二
五
一
の
一
部
、
三
二
五
二
の
一
の
一
部
、

三
二
五
二
の
二
の
一
部
、
三
二
五
三
の
一
の
一

部
、
三
二
五
三
の
二
、
三
二
五
三
の
三
の
一
部
、

三
二
五
四
の
一
の
一
部
、
三
二
五
四
の
三
の
一

部
、
三
二
五
五
か
ら
三
二
五
九
ま
で
、
三
二
六
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梨
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公
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一
、
三
二
六
二
の
一
、
三
二
六
二
の
四
か
ら
三

二
六
二
の
七
ま
で
、
三
二
六
三
の
三
、
三
二
六

四
の
二
の
一
部
、
三
二
六
五
の
一
、
三
二
六
五

の
三
か
ら
三
二
六
五
の
六
ま
で
、
三
二
六
六
の

三
か
ら
三
二
六
六
の
六
ま
で
、
三
二
六
七
の
一
、

三
二
六
七
の
二
、
三
二
六
八
の
二
、
三
二
六
八

の
三
、
三
二
六
九
の
二
の
一
部
、
三
二
六
九
の

三
の
一
部
、
三
二
七
一
の
一
部
、
三
二
七
二
、

三
二
七
三
、
三
二
七
四
か
ら
三
二
七
六
ま
で
の

各
一
部
、
三
三
二
〇
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部大
字
西
条
字
松
ノ
木
三
一
七
一
の
一
部
及
び
こ

大
字
西
条
字
中
河
原

の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
並
び
に
字
中
河
原
三
二
三
一
か
ら
三
二
三
三

ま
で
、
三
二
四
二
の
一
に
隣
接
す
る
字
松
ノ
木

の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
字
西
条
字
中
河
原
三
二
四
五
の
一
部
、
三
二

大
字
西
条
字
北
河
原

四
八
か
ら
三
二
五
〇
ま
で
の
各
一
部
、
三
二
八

三
の
一
の
一
部
、
三
二
八
五
の
一
部
、
三
二
八

六
の
一
部
、
三
二
九
三
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部
並
び
に
字
北
河
原
三
六
四
三
の
一
、

三
六
四
四
、
三
六
四
五
の
二
に
隣
接
す
る
字
中

河
原
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字

北
河
原
三
四
四
六
の
二
、
三
四
四
七
の
三
、
三

四
五
三
地
先
、
三
四
五
四
の
一
、
三
四
五
四
の

二
に
隣
接
す
る
字
中
河
原
の
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

公
　
　
　
告

�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
歩
行
ガ
イ
ド
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
普
及
研
究
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
森
英
雄

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
韮
崎
市
穴
山
町
四
千
六
十
番
地
の
三

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
す
る
歩
行
ガ
イ
ド
ロ
ボ
ッ
ト
等
の
開
発
・
普
及
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
視
覚
障
害
者
等
の
自
立
生
活
、
社
会
参
加
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

�

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
早
川
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
中
央
二
丁
目
七
番
二
十
四
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
早
川
浩

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
二
）
第
八
一
一
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
の
営
業
の
全
部

２
　
期
間
　
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
十
五
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
身
延
工
業
株
式
会
社
及
び
小
林
建
設
株
式
会
社
か
ら
請
け
負
っ
た

工
事
に
お
い
て
、
必
要
な
専
任
の
主
任
技
術
者
を
配
置
せ
ず
、
さ
ら
に
下
請
負
業
者
に
一
括
し
て
請

け
負
わ
せ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
。

�

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

六
三
七



山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
身
延
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
七
百
三
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
保
坂
光
昭

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
│
一
三
）
第
一
一
八
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
の
営
業
の
全
部

２
　
期
間
　
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
の
七
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
国
土
交
通
省
発
注
工
事
に
お
い
て
、
実
際
の
施
工
実
態
と
異
な
る

虚
偽
の
記
載
内
容
と
な
る
施
工
体
制
台
帳
等
を
発
注
者
に
提
出
し
た
。
ま
た
、
下
請
負
業
者
で
あ
る

早
川
工
業
株
式
会
社
が
専
任
の
技
術
者
を
配
置
し
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
適
正
な
指
導
を

行
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

�

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
小
林
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
有
野
二
千
七
百
二
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
紀
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
│
九
）
第
九
五
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
の
営
業
の
全
部

２
　
期
間
　
平
成
十
三
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
十
五
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
山
梨
県
発
注
工
事
に
お
い
て
、
下
請
負
業
者
で
あ
る
早
川
工
業
株

式
会
社
が
専
任
の
技
術
者
を
配
置
せ
ず
さ
ら
に
下
請
負
業
者
に
一
括
し
て
請
け
負
わ
せ
た
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
適
切
な
指
導
と
適
正
な
施
工
体
制
台
帳
等
の
作
成
を
行
わ
ず
、
発
注
者
に
繰
り
返
し
虚

偽
の
説
明
を
行
っ
た
。
ま
た
、
監
理
技
術
者
が
必
要
と
な
る
工
事
で
あ
る
こ
と
を
発
注
者
に
隠
し
、

監
理
技
術
者
の
配
置
も
行
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
紙
漉
阿
原
字
高
砂
一
七
七
七
の
一
及
び
一
七
八
二
の
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
五
百
四
十
二
番
地
二
　
昭
和
町

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
字
大
河
原
三
八
七
の
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
千
七
百
五
十
八
番
地
五
　
ア
ネ
ッ
ク
ス
Ｍ
一
〇
二
号
　
清
水
賢
司

�

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
高
根
地
区
北
割
西
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
三
年
四
月
二
十
七
日
実
施
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

�

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
高
根
地
区
堤
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
二
年
九
月
七
日
実
施
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

六
三
八



公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
五
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

カ
イ
ゾ
ク

株
式
会
社

一
四
〇
四
五
八

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

シ
ョ
ッ
ク

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

２

番
五
号

五
）

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

チ
ェ
リ
ー

株
式
会
社

一
四
〇
四
四
〇

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

番
五
号

五
）

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
バ
リ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
五
〇

締
役
　
新
井
悠
司

機

バ
リ
猛
レ

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ー
ス
Ｖ

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
七
一

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
マ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

リ
ン
Ｓ
Ｐ

三
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
九
六

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
ド

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

デ
カ
ザ
ウ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

ル
ス
Ｇ
Ｐ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
九
七

毒
島
秀
行

機

ー
ド
デ
カ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ザ
ウ
ル
ス

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

Ｄ
Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

事
件
で
す

株
式
会
社

一
〇
〇
四
七
九

役
　
井
置
定
男

機

Ｓ
Ｖ

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

京
楽
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
柔
キ

京
楽
産
業

一
〇
〇
四
二
九

役
　
榎
本
宏

機

ッ
ズ
極
編

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
尾
頭
橋

規
則
第
六
条
第

Ｚ
１

三
丁
目
二
〇
番
八
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

豊
丸
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
マ
リ

豊
丸
産
業

一
〇
〇
四
八
〇

役
　
永
野
裕
豊

機

ン
ロ
ッ
ク

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
長
戸
井

規
則
第
六
条
第

Ｔ
１

町
三
丁
目
一
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
平
和
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
・
ハ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
八
五

中
島
潤

機

ッ
ピ
ー
ハ

平
和

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二
丁
目
三

規
則
第
六
条
第

ッ
ピ
ー
Ｋ

〇
一
四
番
地
の
八

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
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